
○浦添市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する

規則 

平成12年８月21日 

規則第40号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、土地区画整理法（昭和29年法律第119号。以下「法」という。）

第76条の規定に基づき、土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可

（以下「許可」という。）の申請手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（許可申請書の提出） 

第２条 許可（変更等を含む。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

建築行為等許可申請書（様式第１号。以下「許可申請書」という。）に次に掲げる

図書を添えて、当該土地区画整理事業者（以下「施行者」という。）を経由して、

正副２部を市長に提出しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 配置図 

(3) 平面図 

(4) 立面図 

(5) 基礎伏図 

(6) その他市長が必要と認める図書 

（意見の具申） 

第３条 施行者は、前条の許可申請書を受理したときは、当該申請に係る行為に関し、

事業の施行の障害となるおそれの有無その他について、施行者の意見を記した意見

書（様式第２号）を付して、速やかに市長に送付しなければならない。 

２ 前項の意見は、市長が法第76条第２項の規定により施行者から聴取する意見とす

る。 

（申請の許可・不許可） 

第４条 市長は、申請内容が事業の施行に支障がないと認めるときは、許可するもの

とし、許可書（様式第３号）を申請者に交付し、施行者にその写しを送付するもの

とする。 

２ 市長は、前項の許可に、期限その他必要な条件をすることができる。 

３ 市長は、許可申請書の内容が、事業の施行に支障となると認めるときは、許可し

ないものとし、その旨を申請者及び施行者に通知するものとする。 

（その他） 



第５条 この規則に定めるもののほか、許可の申請手続に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 


